
いわき市教育委員会教育長交際費支出基準 

 

平成 18 年４月１日 制定 

（趣旨） 

第１条 この基準は、教育行政の円滑な執行を図るため、いわき市教育委員会教   

育長（以下「教育長」という。）がいわき市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費（以下「交際費」

という。）の一般的な支出基準を定めるものとする。 

（支出先） 

第２条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。 

（1） 教育委員会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの 

（2） 教育委員会の伸展に功績があったもの 

（3） 災害、事故等にあったもの 

（4） 教育長が特に必要と認めたもの 

（支出基準） 

第３条 交際費は、前条各号に掲げるものとの交際において、次の基準に基づき

支出するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雑則） 

第４条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものと

する。 

 

   附 則 

 この基準は、平成 18 年 4 月 1 日から実施する。 

 



 

 


